
議案第18号

三朝町国民健康保険条例の一部改正について

次のとおり三朝町国民健康保険条例の一部を改正することについて､地方自

治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により､本議会の議決

を求める｡

平成15年3月10日

三朝町長　吉　田　秀　光

平成1 5年3月24日原審可決

三朝野鼠合議長藤轟

三朝町条例第　　号

三朝町国民健康保険条例の一部を改正する条例

三朝町国民健康保険条例(昭和4 5年三朝町条例第2 3号)の一部を次のよ

うに改正する｡

次の表の改正前の欄中号及び号の細目の表示に下線が引かれた号及び号の細

目(以下｢移動号等｣という｡)に対応する同表の改正後の欄中号及び号の細目

の表示に下線が引かれた号及び号の細目(以下｢移動後号等｣という｡)が存在

しない場合には､当該移動号等(以下｢削除号等｣という｡)を削る｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(削除号等を除く｡以下｢改正部

分｣という｡)に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(以下｢改正

後部分｣という｡)が存在する場合には､当該改正部分を当該改正後部分に改め､

改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には､当該改正部分を削る｡

改　　　正　　　後 改　　　正　　　前

第1条～第4条　略

第5条　保険医療機関又は保険薬局につい

て療養の給付を受ける被保険者は､その

給付を受ける際､次の各号の区分に従い
当該給付に要する費用の額に当該各号に

掲げる割合を乗じて得た額を一部負担金
として､当該保険医療機関又は保険薬局

に支払わなければならない｡

(1)次号から盈旦量までに掲げる場合

以外の場合10分の3

(2) ～ (4)　略

第1条～第4条　略

第5条　保険医療機関又は保険薬局につい
て療養の給付を受ける被保険者は､その

給付を受ける際､次の各号の区分に従い､
当該給付に要する費用の額に当該各号に

掲げる割合を乗じて得た額を一部負担金
として､当該保険医療機関又は保険薬局

に支払わなければならない｡

(1)次号から盈旦_量までに掲げる場合

以外の場合10分の3

(2) ～ (4)　略

｣包.退職被保険者(国民健康保険法(昭



和33年法律第192号)｡以下｢法｣

_というo)第8条の2第1項に規定す

る退職被保険者をいう｡)である場合

(前2号に掲げる場合を除く｡)

10分の2

但し退職被保険者の被扶養者(法第8
条の2第2項に規定する退職被保険

者の扶養者をいう｡)である場合(第
2号から第4号までに掲げる場合を除

く｡)

ヱ　診察､薬剤若しくは治療材料の
支給､処置､手術､その他の治療

(病院又は診療所-の入院に伴う

ものを除く｡)又は居宅における療

2　略

第6条以下　略

養上の管理及びその療養に伴う世

話その他の看護を受けるとき
10分の3

4　病院又は診療所-の入院及びそ
の療養に伴う世話その他の看護

(それに伴う診察､薬剤若しくは治
療材料の支給又は処置､手術その他
の治療を含む｡)を受けるとき

10分の2

2　略

第6条以下　略

附　則

この条例は､平成15年4月1日から施行する｡


